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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回　次
第117期

第２四半期
連結累計期間

第118期
第２四半期
連結累計期間

第117期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年９月30日

自　2021年４月１日
至　2021年９月30日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 (百万円) 852,681 899,160 1,766,893

経常利益 (百万円) 57,127 23,146 128,784

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
(百万円) 47,155 18,889 98,780

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 46,399 29,943 136,723

純資産額 (百万円) 884,040 982,170 961,979

総資産額 (百万円) 2,157,669 2,302,302 2,272,628

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 65.71 26.32 137.64

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 39.5 41.3 41.0

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △31,293 21,777 24,803

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △57,240 △39,201 △79,075

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 10,674 66 △8,483

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(百万円) 219,209 221,910 236,474

 

回　次
第117期

第２四半期
連結会計期間

第118期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

自　2021年７月１日
至　2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 34.00 9.19

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

３　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。

 

２【事業の内容】

　当社グループは、当社及び子会社96社、関連会社26社で構成され、その主な事業内容は、建設事業（国内建築事

業、海外建築事業、国内土木事業及び海外土木事業）及び不動産事業であり、さらに各々に付帯する事業を行ってい

る。

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な

関係会社に異動はない。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」に関し、連結会

社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える以下の事象が発生した。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものである。

 

　当社国内建築事業の大規模工事複数件に関し、当第２四半期連結会計期間に工事損失引当金を計上するとともに、

第４四半期連結会計期間までに計上する見込みとなった。

　当該損失が業績へ与える影響、損失発生の経緯及び今後の対策については「２　経営者による財政状態、経営成績

及びキャッシュ・フローの状況の分析　（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおりであ

る。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績

当第２四半期連結累計期間（2021年４月１日～2021年９月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の影響により依然として厳しい状況が続いた。期末にかけては感染者数が減少し、企業収益の改善など持ち直

しの動きも見られたが、感染再拡大による景気の下振れリスクがあることから、今後の先行きは不透明な状況にあ

る。

国内の建設市場においては、公共工事の発注が堅調に推移しており、民間工事の発注に持ち直しの動きがみられ

るものの、新型コロナウイルスの感染再拡大による景気後退の懸念があることから、受注環境については先行きが

見通せない状況が続いている。

こうした情勢下にあって、当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結業績については、国内建築事

業において売上計上が増加したことなどから、売上高は前年同四半期比約464億円（5.5％）増の約8,991億円と

なった。一方、損益の面では、当社の国内建築事業の大規模工事複数件において工事損失引当金を計上したことに

より、完成工事総利益が減少したことなどから、営業利益は前年同四半期比約355億円（64.8％）減の約192億円、

経常利益は前年同四半期比約339億円（59.5％）減の約231億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半

期比約282億円（59.9％）減の約188億円となった。

 

　　セグメント情報

　　（国内建築事業）　　　売上高は前年同四半期比約537億円（11.8％）増の約5,095億円、営業利益は前年同四

　　　　　　　　　　　　　半期比約219億円（83.7％）減の約42億円となった。

　　（海外建築事業）　　　売上高は前年同四半期比約199億円（12.1％）減の約1,449億円、営業利益は前年同四

　　　　　　　　　　　　　半期比約８億円（33.9％）減の約16億円となった。

　　（国内土木事業）　　　売上高は前年同四半期比約0.3億円（0.02％）減の約1,557億円、営業利益は前年同四

　　　　　　　　　　　　　半期比約141億円（73.6％）減の約50億円となった。

　　（海外土木事業）　　　売上高は前年同四半期比約76億円（23.5％）増の約399億円、営業損益は約0.9億円の

　　　　　　　　　　　　　利益（前年同四半期は約４億円の損失）となった。

　　（不動産事業）　　　　売上高は前年同四半期比約38億円（17.6％）減の約181億円、営業利益は前年同四半

　　　　　　　　　　　　　期比約４億円（7.3％）増の約62億円となった。

　　（その他）　　　　　　売上高は前年同四半期比約88億円（40.5％）増の約307億円、営業利益は前年同四半

　　　　　　　　　　　　　期比約３億円（23.0％）増の約19億円となった。

 

※　セグメント情報の詳細は、第４ 経理の状況 を参照

 

（２）財政状態

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比約296億円（1.3％）増の約２兆3,023億円と

なった。これは、「未成工事支出金」や「ＰＦＩ等棚卸資産」が減少した一方で、工事代金債権（「受取手形・完

成工事未収入金等」及び「電子記録債権」の合計）が増加したことや事業用不動産の取得等により「建設仮勘定」

が増加したことなどによるものである。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比約94億円（0.7％）増の約１兆3,201億円となっ

た。これは、工事代金の支払に係る債務（「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」の合計）が減少した

一方で、「ノンリコース借入金」などの有利子負債や「未成工事受入金」が増加したことなどによるものであり、

有利子負債残高は前連結会計年度末比約146億円（5.5％）増の約2,806億円となった。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末比約201億円（2.1％）増の約9,821億円となっ

た。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に伴い「利益剰余金」が増加したことなどによるものであ

る。
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この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は41.3％となり、前連結会計年度末より0.3ポイント上

昇した。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に国内の建設事業収支が改善したことから約217億円のプラス（前年

同四半期は約312億円のマイナス）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、事業用不動産の取得等によ

り約392億円のマイナス（前年同四半期は約572億円のマイナス）となった。また、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは、配当金を支払った一方で借入金が増加したことなどにより約0.6億円のプラス（前年同四半期は約106億円

のプラス）となった。

この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて約145億円減

少し、約2,219億円となった。

 

（４）経営方針・経営戦略等

（政策保有株式の縮減について）

当社は、顧客との取引関係の維持強化を目的として取引先の株式（以下「政策保有株式」という。）を保有して

おり、保有意義については、取締役会において当該株式評価損益を定期的に報告し、資本コストや取引関係の維持

強化による事業上のリターン等の収益性評価の指標を総合的に勘案したうえで、中長期的な経済合理性を検証して

いる。検証の結果、営業上の保有意義が希薄化した株式については適宜売却している。（上場株式売却額　2011年

度から2020年度の10年間合計約639億円、うち2020年度約76億円、連結・時価ベース）

なお、現在策定中の次期中期経営計画においては、政策保有株式の保有意義や投資効率の見直しを更に進め、

2027年３月末までに連結純資産の20％以内を目途とした1,500億円程度の売却目標を定める予定としている。

当社は政策保有株式の売却代金を企業価値向上につなげていくため、安定的な投資収益の獲得を目的とした投資

に加え、中長期的な成長性等も視野に入れ、持続的な成長に資する分野への投資等にも有効に活用する方針であ

る。

 

（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結会計期間に工事損失引当金を計上したこと、また、第４四半期連結会計期間までに計上する見

込みとなったことから、通期連結業績予想について営業利益は2021年８月５日に「2022年３月期　第１四半期決算

短信」にて公表した前回予想から605億円減少し、345億円となる見込みとなった。また、親会社株主に帰属する当

期純利益については、上記のとおり営業利益が減少する一方で政策保有株式の縮減方針に基づく当事業年度中の投

資有価証券売却益を90億円見込んだ結果、前回予想から365億円減少し、350億円となる見込みとなっている。

このため、当社としては「国内建築事業の収益基盤の強化」を喫緊の課題と捉え、来年３月に発表を予定してい

る次期中期経営計画について現在その内容を策定中である。2022年度を初年度とした次期中期経営計画において

は、2022年度、2023年度は連結営業利益1,000億円以上の水準の確保を前提として業績の回復、安定に最優先に取

り組み、2024年度以降は、その後の成長に取り組むステージとして、当社グループの中長期的な成長を確固たるも

のにしていく考えである。
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＜参考：業績予想の修正について＞

2022年３月期の通期連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

  売上高  営業利益  経常利益

 親会社株主

 に帰属する

 当期純利益

 １株当たり

 当期純利益

前回（８月５日）発表予想

　　　　　　　（Ａ）

百万円

1,910,000

百万円

95,000

百万円

98,500

百万円

71,500

円　銭

99.63

今回（11月８日）修正予想

　　　　　　　（Ｂ）
1,960,000 34,500 40,000 35,000 48.82

増　減　額 　 （Ｂ－Ａ） 50,000 △60,500 △58,500 △36,500 －

増　減　率　　（％） 2.6 △63.7 △59.4 △51.0 －

前期実績（2021年３月期）との比較

前 期 実 績　 （Ｃ） 1,766,893 123,161 128,784 98,780 137.64

増　減　額 　 （Ｂ－Ｃ） 193,106 △88,661 △88,784 △63,780 －

増　減　率　 （％） 10.9 △72.0 △68.9 △64.6 －

 

2022年３月期の通期個別業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

  売上高  営業利益  経常利益  当期純利益
 １株当たり

 当期純利益

前回（８月５日）発表予想

　　　　　　　（Ａ）

百万円

1,365,000

百万円

65,000

百万円

72,500

百万円

55,000

円　銭

76.64

今回（11月８日）修正予想

　　　　　　　（Ｂ）
1,405,000 4,000 12,000 16,000 22.32

増　減　額 　 （Ｂ－Ａ） 40,000 △61,000 △60,500 △39,000 －

増　減　率　　（％） 2.9 △93.8 △83.4 △70.9 －

前期実績（2021年３月期）との比較

前 期 実 績　 （Ｃ） 1,230,418 93,441 103,894 81,237 113.20

増　減　額 　 （Ｂ－Ｃ） 174,581 △89,441 △91,894 △65,237 －

増　減　率　 （％） 14.2 △95.7 △88.4 △80.3 －

※　上記予想値は当社決算短信及び決算説明資料での発表値。予想値については、当社が現在入手している情報

　及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではな

　い。実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性がある。

 

当該損失発生の経緯及び今後の対策については以下のとおりである。

 

ア　損失発生の経緯

　　当社の国内建築事業における大規模工事複数件において、①コロナ禍以前に実施された入札で、着工までの期

間が長く当該工事及び周辺工事の獲得によるスケールメリットやＶＥ（バリューエンジニアリング）提案による

大幅な原価低減等を見込んで戦略的な応札価格を提示したものの、ＶＥ提案が当社見込み通りに採用されなかっ

たことや市場環境の変化による鉄骨等の資材価格上昇などにより、工事原価の低減が当初想定通りの水準に達し

なかった、②性能発注の設計施工案件において、詳細設計の過程で設計見直しが必要となったこと等に伴って工

事原価が増加した、などの事態が生じた。

 

イ　今後の対策

当社としては、上記の工事に関し、今後の原価低減等による採算改善に総力を挙げて努めていくとともに、同

様の損失発生を防止するため、以下の対策を実施している。

（ア）応札案件の事前審査の厳格化

今般の事態を踏まえ、応札前の原価改善見込み等に関する審査基準を厳格化した。事前審査では、原価改善

の実現可能性や物価上昇などのリスク要因をより客観的、厳格にチェックする体制としている。
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 （イ）設計部門における品質・リスク管理体制の強化

本年４月１日付で各店毎に配置している設計要員・体制を設計本部に集約し、全店のプロジェクトの設計業

務を一元管理して、案件の難易度や必要設計員数、能力・経験等に応じて柔軟な要員配置を行うとともに、大

規模案件・高難度案件等の設計に関しては、様々なノウハウを有する専門チームがプロジェクト対応チームと

は別個に品質・リスク審査を行い、設計品質の向上とリスク排除を図る体制とした。

 

なお、上記アの案件は、いずれも上記（ア）及び（イ）の対応を実施する前に応札したものである。

 

ウ　役員報酬の返上

業績の下方修正という事態に至った結果を真摯に受け止め、以下のとおり取締役及び執行役員の月額報酬を

３ヶ月間（2021年12月から３ヶ月間）返上する。

①代表取締役社長　　　　　　　　　　　月額報酬の50％

②その他の代表取締役　　　　　　　　　月額報酬の30％

③取締役（社外を除く）　　　　　　　　月額報酬の20％

④損失発生の執行ラインに位置する

執行役員　　　　　　　　　　　　　　月額報酬の10％～40％※

※該当案件の損失見込額等に応じる。

　また、③、④双方に該当する役員はそれぞれの返上率を合算。

 

なお、本年６月の定時株主総会にて改定を承認された役員報酬制度の基準に基づき、上記の業績見込みにおい

ては、業績連動型報酬（金銭賞与並びに短期及び中長期連動株式報酬）は支給されないこととなる（固定支給株

式報酬を除く）。

 

エ　期末配当金

当社は、連結配当性向20～30％の範囲を目安として、長期にわたり安定した配当を維持することを第一に、財

務体質の一層の改善や将来に備えた技術開発、設備投資等を図るための内部留保の充実を勘案のうえ、自己株式

取得も含め、業績に応じた利益還元を行うことを基本方針としている。

今般、当社は業績予想を下方修正することとなったが、配当性向の目安にかかわらず、上記基本方針のうち

「長期にわたり安定した配当を維持する」観点から期末配当金は予定どおり１株につき普通配当16円（中間配当

金を含めて年32円）として来年６月の定時株主総会に諮る予定としている。

 

（６）研究開発活動

当社グループの当第２四半期連結累計期間における研究開発に要した費用の総額は、約71億円である。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】
 

種　類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,224,335,000

計 1,224,335,000

 

②【発行済株式】
 

種　類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年11月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内　容

普通株式 721,509,646 721,509,646

東京証券取引所

（市場第一部）

福岡証券取引所

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は100株である。

計 721,509,646 721,509,646 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項なし。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項なし。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項なし。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
 

年　月　日

発行済株式総数 資　本　金 資本準備金

摘　要
増減数
(千株)

残　高
(千株)

増減額
(百万円)

残　高
(百万円)

増減額
(百万円)

残　高
(百万円)

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 721,509 － 57,752 － 41,694 －
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（５）【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住　所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合

（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 103,856 14.46

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 59,519 8.29

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 20,905 2.91

大林　剛郎 東京都渋谷区 16,944 2.36

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505001（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS

02101 U.S.A.

（東京都港区港南２丁目15－１）

16,484 2.30

株式会社日本カストディ銀行（信託口７） 東京都中央区晴海１丁目８－12 16,163 2.25

大林グループ従業員持株会 東京都港区港南２丁目15－２ 12,285 1.71

ＪＰモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 12,123 1.69

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY

505234（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,

MA 02171, U.S.A.

（東京都港区港南２丁目15－１）

12,028 1.68

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式

会社
東京都千代田区大手町１丁目９番２号 9,562 1.33

計 － 279,873 38.98
 
（注）１　2021年５月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村アセットマネジメント株式会社

　　　　が2021年５月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年９月30日現在

　　　　における実質所有株式数の確認ができていないので、上記大株主の状況には含めていない。

　　　　　なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住　所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

 野村アセットマネジメント株式会社 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 36,103 5.00
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（注）２　2021年７月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ブラックロック・ジ

　　　　ャパン株式会社及びその共同保有者他７社が2021年７月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載

　　　　されているものの、当社として2021年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができていないので、上記大

　　　　株主の状況には含めていない。

　　　　　なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住　所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

ブラックロック・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 10,962 1.52

ブラックロック（ネザーランド）BV
オランダ王国　アムステルダム　

HA1096　アムステルプレイン　１
3,504 0.49

ブラックロック・ファンド・マネジャー

ズ・リミテッド

英国　ロンドン市　スログモートン・

アベニュー 12
2,296 0.32

ブラックロック・アセット・マネジメン

ト・カナダ・リミテッド

カナダ国　オンタリオ州　トロント

市　ベイ・ストリート　161、2500号
807 0.11

ブラックロック・アセット・マネジメン

ト・アイルランド・リミテッド

アイルランド共和国　ダブリン　ボー

ルスブリッジ　ボールスブリッジパー

ク ２ 　１階

5,064 0.70

ブラックロック・ファンド・アドバイザー

ズ

米国　カリフォルニア州　サンフラン

シスコ市　ハワード・ストリート　400
11,553 1.60

ブラックロック・インスティテューショナ

ル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．

米国　カリフォルニア州　サンフラン

シスコ市　ハワード・ストリート　400
9,935 1.38

ブラックロック・インベストメント・マネ

ジメント（ユーケー）リミテッド

英国　ロンドン市　スログモートン・

アベニュー 12
1,565 0.22

計 － 45,689 6.33

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区　分 株式数（株） 議決権の数（個） 内　容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 3,462,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 717,599,300 7,175,993 －

単元未満株式 普通株式 447,546 －
一単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数  721,509,646 － －

総株主の議決権  － 7,175,993 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式

　　　　1,000株（議決権10個）及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式1,061,800株（議決権10,618個）が含まれてい

　　　　る。

２　「単元未満株式」には、自己保有株式97株及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式32株が含まれている。
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②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社大林組

東京都港区港南

２丁目15番２号
3,462,800 － 3,462,800 0.48

計 － 3,462,800 － 3,462,800 0.48

（注）　株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式1,000株（議決権10個）及び役員報酬

ＢＩＰ信託が所有する株式1,061,832株（議決権10,618個）は、上記自己保有株式には含まれていない。

 

２【役員の状況】

　該当事項なし。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 258,549 245,053

受取手形・完成工事未収入金等 744,473 782,933

電子記録債権 21,327 11,981

有価証券 4,401 7,585

販売用不動産 12,160 25,012

未成工事支出金 69,198 47,013

不動産事業支出金 22,826 26,772

ＰＦＩ等棚卸資産 ※１ 38,095 ※１ 18,471

その他の棚卸資産 ※２ 8,206 ※２ 8,677

未収入金 64,501 62,659

その他 25,812 43,739

貸倒引当金 △147 △148

流動資産合計 1,269,405 1,279,753

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 117,083 114,869

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 50,846 49,945

土地 385,157 382,140

リース資産（純額） 1,081 774

建設仮勘定 55,087 72,563

有形固定資産合計 609,256 620,293

無形固定資産 6,437 6,521

投資その他の資産   

投資有価証券 340,079 343,289

長期貸付金 1,769 2,137

繰延税金資産 2,126 2,072

その他 43,730 48,412

貸倒引当金 △177 △177

投資その他の資産合計 387,528 395,734

固定資産合計 1,003,222 1,022,549

資産合計 2,272,628 2,302,302
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 466,213 439,465

電子記録債務 106,456 116,705

短期借入金 54,634 57,061

1年内返済予定のノンリコース借入金 ※４ 7,445 ※４ 13,696

リース債務 740 504

未払法人税等 13,415 10,368

未成工事受入金 127,845 136,065

預り金 121,289 119,846

完成工事補償引当金 2,975 3,204

工事損失引当金 13,551 23,302

その他 78,357 78,255

流動負債合計 992,925 998,475

固定負債   

社債 40,000 40,000

長期借入金 101,722 97,130

ノンリコース借入金 ※４ 62,151 ※４ 72,725

リース債務 296 203

繰延税金負債 21,229 19,155

再評価に係る繰延税金負債 18,644 18,568

役員株式給付引当金 401 321

環境対策引当金 26 26

退職給付に係る負債 47,758 48,689

その他 25,493 24,837

固定負債合計 317,723 321,656

負債合計 1,310,648 1,320,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 57,752 57,752

資本剰余金 42,641 42,641

利益剰余金 661,512 671,656

自己株式 △2,090 △2,726

株主資本合計 759,816 769,324

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 138,542 140,563

繰延ヘッジ損益 7,471 9,156

土地再評価差額金 20,379 20,205

為替換算調整勘定 1,349 7,832

退職給付に係る調整累計額 3,449 3,125

その他の包括利益累計額合計 171,191 180,883

非支配株主持分 30,970 31,962

純資産合計 961,979 982,170

負債純資産合計 2,272,628 2,302,302
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高   

完成工事高 808,785 850,262

不動産事業等売上高 43,895 48,898

売上高合計 852,681 899,160

売上原価   

完成工事原価 716,192 789,502

不動産事業等売上原価 32,793 36,473

売上原価合計 748,985 825,975

売上総利益   

完成工事総利益 92,593 60,759

不動産事業等総利益 11,102 12,425

売上総利益合計 103,695 73,185

販売費及び一般管理費 ※１ 48,823 ※１ 53,887

営業利益 54,871 19,298

営業外収益   

受取利息 471 282

受取配当金 3,437 3,516

その他 548 1,295

営業外収益合計 4,458 5,093

営業外費用   

支払利息 1,136 995

その他 1,066 249

営業外費用合計 2,203 1,245

経常利益 57,127 23,146

特別利益   

投資有価証券売却益 1,992 4,403

その他 1,547 66

特別利益合計 3,539 4,470

特別損失   

固定資産売却損 11 408

減損損失 187 178

その他 167 270

特別損失合計 366 856

税金等調整前四半期純利益 60,300 26,760

法人税、住民税及び事業税 9,524 10,577

法人税等調整額 2,738 △3,588

法人税等合計 12,263 6,989

四半期純利益 48,037 19,770

非支配株主に帰属する四半期純利益 881 881

親会社株主に帰属する四半期純利益 47,155 18,889
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益 48,037 19,770

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 958 2,036

繰延ヘッジ損益 66 1,939

為替換算調整勘定 △2,624 6,759

退職給付に係る調整額 △153 △324

持分法適用会社に対する持分相当額 115 △237

その他の包括利益合計 △1,637 10,172

四半期包括利益 46,399 29,943

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46,614 28,754

非支配株主に係る四半期包括利益 △214 1,189
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 60,300 26,760

減価償却費 9,572 9,632

減損損失 187 178

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △3

工事損失引当金の増減額（△は減少） △875 9,732

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 378 422

受取利息及び受取配当金 △3,909 △3,798

支払利息 1,136 995

固定資産売却損益（△は益） △1,312 349

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △1,977 △4,370

売上債権の増減額（△は増加） 53,523 20,150

未成工事支出金の増減額（△は増加） △14,421 22,429

棚卸資産の増減額（△は増加） 1,207 △4,630

ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） 14,552 △7,455

その他の資産の増減額（△は増加） △15,845 △15,752

仕入債務の増減額（△は減少） △111,234 △27,004

未成工事受入金の増減額（△は減少） 27,397 6,955

その他の負債の増減額（△は減少） △27,661 △2,775

その他 79 934

小計 △8,898 32,751

利息及び配当金の受取額 4,617 3,974

利息の支払額 △1,117 △1,071

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △25,895 △13,876

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,293 21,777

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △23,077 △9,619

定期預金の払戻による収入 16,176 8,720

有形及び無形固定資産の取得による支出 △29,294 △29,270

有形及び無形固定資産の売却による収入 557 235

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △3,443 △6,584

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入
6,502 7,685

貸付けによる支出 △47 △430

貸付金の回収による収入 87 282

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△6,671 △530

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出
－ △9,689

その他 △18,028 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,240 △39,201
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  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,616 －

リース債務の返済による支出 △445 △475

長期借入れによる収入 32,716 2,508

長期借入金の返済による支出 △6,290 △6,128

ノンリコース借入金の借入れによる収入 90 20,911

ノンリコース借入金の返済による支出 △4,127 △4,083

自己株式の取得による支出 △1 △710

配当金の支払額 △11,488 △11,488

非支配株主への配当金の支払額 △1,197 △463

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△195 △2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却に

よる収入
－ 2

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,674 66

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,875 2,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,735 △14,564

現金及び現金同等物の期首残高 298,945 236,474

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 219,209 ※１ 221,910
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。

　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。

　（１）工事契約に係る収益認識

国内建築、海外建築、国内土木及び海外土木セグメントのうち、一定の期間にわたり履行義務が充足

される工事契約については、従来は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時ま

で収益を認識していなかったが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが発生

する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識する方法に変更してい

る。

　（２）代理人取引に係る収益認識

国内建築セグメントのうち商事事業に係る収益については、従来は、顧客から受け取る対価の総額を

収益として認識していたが、顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する場合

は、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更して

いる。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,014百万円、売上原価は6,016百万円それぞれ減少し、営

業利益は２百万円増加している。営業外収益は５百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそ

れぞれ２百万円減少している。また、利益剰余金の当期首残高は2,569百万円増加している。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める

経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記

載していない。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。これによる四半期連結財務諸表への

影響はない。

 

（追加情報）

（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）

１　取引の概要

　当社は、取締役及び執行役員（社外取締役及び海外居住者を除く。以下「取締役等」という。）へのイン

センティブプランとして、2015年度から業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入してい

る。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値・株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的と

した、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度である。

　具体的には、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用し、あらかじめ役員

報酬ＢＩＰ信託により取得した当社株式を各連結会計年度の業績目標の達成度等に応じて当社取締役等に交

付する。

　なお、2021年６月24日開催の定時株主総会（以下「本株主総会」という。）において当該株式報酬制度に

ついて、株式報酬枠を拡充するなどの改定が決議された。これを受けて、2021年８月５日開催の取締役会決

議に基づき、以下のとおり信託金を追加拠出し、当社株式の取得を行った。

 

＜信託金追加拠出及び当社株式取得の概要＞

　本株主総会で承認を受けた信託金の上限（信託期間内に1,000百万円）及び取得株式数の上限（信託期

間内に990,000株）の範囲内で金銭の追加拠出及び株式の追加取得を行った。

（１）信託変更契約日　　2021年８月６日

（２）信託の期間　　　　2021年８月６日～2024年８月31日

（３）追加信託総額　　　787,000,000円

（４）株式の取得期間　　2021年８月10日～2021年10月５日

（５）追加取得株式数　　846,700株
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（６）株式の取得方法　　取引所市場より取得

 

２　信託に残存する当社株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自

己株式として計上している。今回の追加取得に伴い、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年

度末400百万円及び372,318株から当第２四半期連結会計期間末1,034百万円及び1,061,832株に増加してい

る。

 

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において

創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ

れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱

い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金

負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　ＰＦＩ等棚卸資産の内訳

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

ＰＦＩ事業支出金 38,095百万円 18,471百万円

 

※２　その他の棚卸資産の内訳

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

その他事業支出金 4,102百万円 3,892百万円

材料貯蔵品 4,103 4,784

計 8,206 8,677

 

３　偶発債務

　下記の借入金について保証を行っている。

前連結会計年度
（2021年３月31日）

 
当第２四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

従業員住宅購入借入金 35百万円  従業員住宅購入借入金 29百万円

 

※４　「1年内返済予定のノンリコース借入金」及び「ノンリコース借入金」は、連結子会社でＰＦＩ事業又は再

生可能エネルギー事業における特別目的会社が、当該ＰＦＩ事業又は再生可能エネルギー事業を担保とするノ

ンリコースローンとして金融機関等から調達した借入金である。

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりである。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日
　　至　2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

従業員給料手当 19,993百万円 21,605百万円

退職給付費用 696 589

調査研究費 6,452 7,170

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
　前第２四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日
　　至　2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

現金預金勘定 241,584百万円 245,053百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △22,374 △23,143

現金及び現金同等物 219,209 221,910
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１　配当金支払額

決　議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月24日

定時株主総会
普通株式 11,488 16

2020年

３月31日

2020年

６月25日
利益剰余金

（注）　2020年６月24日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社

株式に対する配当金６百万円が含まれている。
 

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決　議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月９日

取締役会
普通株式 11,488 16

2020年

９月30日

2020年

12月１日
利益剰余金

（注）　2020年11月９日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式

に対する配当金６百万円が含まれている。

 

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１　配当金支払額

決　議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月24日

定時株主総会
普通株式 11,488 16

2021年

３月31日

2021年

６月25日
利益剰余金

（注）　2021年６月24日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社

株式に対する配当金５百万円が含まれている。
 

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決　議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年11月８日

取締役会
普通株式 11,488 16

2021年

９月30日

2021年

12月１日
利益剰余金

（注）　2021年11月８日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式

に対する配当金16百万円が含まれている。
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（セグメント情報）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合　計
 

国　内
建　築

海　外
建　築

国　内
土　木

海　外
土　木

不動産 計

売上高         

外部顧客への売上高 455,771 164,848 155,816 32,349 21,992 830,778 21,902 852,681

セグメント間の

内部売上高又は振替高
18,651 16 8,185 － 489 27,343 4,653 31,997

セグメント売上高 474,422 164,865 164,001 32,349 22,482 858,121 26,556 884,678

営業利益又は営業損失         

外部顧客売上高に対応する

営業利益又は営業損失（△）

（注２）

26,266 2,459 19,165 △477 5,855 53,270 1,601 54,871

セグメント間の

内部営業利益又は振替高
△569 － △18 － △59 △646 △52 △698

セグメント利益又は損失(△) 25,696 2,459 19,147 △477 5,796 52,623 1,549 54,172

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＰＦＩ事業、再生可能エネル

ギー事業、金融事業及びゴルフ場事業等を含んでいる。

２　「外部顧客売上高に対応する営業利益又は営業損失」は、「セグメント利益又は損失」から「セグメント

　間の内部営業利益又は振替高」を控除した金額であり、「外部顧客売上高に対応する営業利益又は営業損

　失」の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。

 

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合　計
 

国　内
建　築

海　外
建　築

国　内
土　木

海　外
土　木

不動産 計

売上高         

外部顧客への売上高 509,570 144,946 155,778 39,965 18,113 868,376 30,784 899,160

セグメント間の

内部売上高又は振替高
13,458 15 9,451 － 575 23,501 4,133 27,635

セグメント売上高 523,029 144,962 165,230 39,965 18,689 891,877 34,918 926,795

営業利益         

外部顧客売上高に対応する

営業利益（注２）
4,274 1,625 5,052 92 6,283 17,328 1,969 19,298

セグメント間の

内部営業利益又は振替高
△256 － △24 － 28 △252 △51 △304

セグメント利益 4,017 1,625 5,028 92 6,311 17,075 1,917 18,993

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＰＦＩ事業、再生可能エネル

ギー事業、金融事業及びゴルフ場事業等を含んでいる。

２　「外部顧客売上高に対応する営業利益」は、「セグメント利益」から「セグメント間の内部営業利益又は

振替高」を控除した金額であり、「外部顧客売上高に対応する営業利益」の合計額は、四半期連結損益計算

書の営業利益と一致している。
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２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利　益
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

報告セグメント計 52,623 17,075

「その他」の区分の利益 1,549 1,917

セグメント間取引消去 698 304

四半期連結損益計算書の営業利益 54,871 19,298

 

 

（有価証券関係）

その他有価証券

種　類

前連結会計年度末
（2021年３月31日）

当第２四半期連結会計期間末
（2021年９月30日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差　額
（百万円）

取得原価
（百万円）

四半期
連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差　額
（百万円）

(1) 株式 112,555 311,993 199,438 111,494 313,776 202,282

(2) その他 5,009 5,009 － 8,595 8,595 －

合　計 117,565 317,003 199,438 120,089 322,372 202,282

（注）　市場価格のない株式等（前連結会計年度については時価を把握することが極めて困難と認められる非上場

株式等）は、上表には含めていない。

 

 

（収益認識関係）

　　　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

　　　　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注２）

合　計
 

国　内
建　築

海　外
建　築

国　内
土　木

海　外
土　木

不動産 計

主たる地域別         

　日本 509,570 － 155,778 － 4,282 669,632 29,038 698,671

　北米 － 91,199 － 28,605 － 119,805 － 119,805

　アジア － 50,848 － 11,360 － 62,208 － 62,208

　その他 － 2,898 － － － 2,898 50 2,949

顧客との契約から生じる収益 509,570 144,946 155,778 39,965 4,282 854,544 29,089 883,634

その他の収益（注３） － － － － 13,831 13,831 1,695 15,526

外部顧客への売上高 509,570 144,946 155,778 39,965 18,113 868,376 30,784 899,160

（注）１　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。

２　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＰＦＩ事業、再生可能エネル

　ギー事業、金融事業及びゴルフ場事業等を含んでいる。

３　不動産セグメントのその他の収益13,831百万円は、不動産賃貸事業の売上高である。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

  
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

１株当たり四半期純利益  65円71銭 26円32銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する

四半期純利益
(百万円) 47,155 18,889

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に

帰属する四半期純利益
(百万円) 47,155 18,889

普通株式の期中平均株式数 (千株) 717,657 717,555

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２　役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算

において控除する自己株式に含めている。当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間

3,851千株、当第２四半期連結累計期間3,954千株であり、このうち役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株

式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間392千株、当第２四半期連結累計期間492千株である。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項なし。
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２【その他】

中間配当に関する取締役会の決議

１　決議年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年11月８日

２　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　11,488,747,984円

３　１株当たりの額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16円

４　支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　　　　 2021年12月１日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項なし。

 

EDINET提出書類

株式会社大林組(E00055)

四半期報告書

26/28



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

２０２１年１１月９日

株式会社 大 林 組

取 締 役 会 　御 中
 

　EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　金　子　　秀　嗣

 
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　吉　田　　　　剛

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大林

組の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（２０２１年７月１日

から２０２１年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半

期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大林組及び連結子会社の２０２１年９月３０日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
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られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管している。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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